
◎取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護

に関する法律 
（令和三年五月一〇日法律第三二号）   

一、 提案理由（令和三年四月六日・衆議院消費者問題に関する特別委員会） 

○井上国務大臣 ただいま議題となりました取引デジタルプラットフォームを利用する

消費者の利益の保護に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し

上げます。 

 情報通信技術の進展に伴い国民の消費生活にとって重要な基盤となっている取引デジ

タルプラットフォームにおいて、危険商品が流通したり、販売業者等が特定できず紛争

解決が困難となるなどの問題が発生しています。こうした状況に鑑み、取引デジタルプ

ラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進

に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラ

ットフォームを利用する消費者の利益を保護する必要があります。このことは、ひいて

は取引デジタルプラットフォームの信頼性を向上させ、その健全な発展に寄与するもの

でもあります。 

 そこで、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自

主的な取組の推進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等

に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会

の設置について定めるため、この法律案を提出した次第です。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラットフォームを

利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するための措

置を講ずるよう努めるとともに、講じた措置の概要などを開示することとしています。

また、内閣総理大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施に資するために必要な指針

を定めることとしています。 

 第二に、内閣総理大臣は、特定不能の販売業者等により商品の安全性の判断に資する

事項などの重要事項について著しい虚偽表示が認められるなどの要件を満たす場合に、

取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラット

フォームの利用の停止などの措置を取ることを要請することができることとするととも

に、当該措置により販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム

提供者を免責することとしています。 

 第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業

者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業

者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供

者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。 

 第四に、内閣総理大臣は、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者



を構成員とする団体、消費者団体などにより構成される官民協議会を組織することとす

るとともに、消費者などから内閣総理大臣に対する申出制度について規定することとし

ています。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしています。 

 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院消費者問題に関する特別委員長報告（令和三年四月一五日） 

○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特

別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適

正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、

もって消費者の利益を保護するため、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、内

閣総理大臣が危険商品等の出品削除等を要請することができる制度や、消費者が販売業

者等の情報の開示を請求できる制度を設けるなどの措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日井上国務大臣から趣旨の説明を聴

取し、九日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、十三日に質疑を終局いたしま

した。 

 質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属及び日本共産党の共同提案により、取

引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置について、努力義務規定を義務規定と

することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、原案及び修正案について採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決

され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月一三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 売主が消費者（非事業者である個人）であるＣtoＣ取引の「場」となるデジタルプ

ラットフォームの提供者の役割について検討を行い、消費者の利益の保護の観点から、

必要があると認めるときは、法改正を含め所要の措置を講ずること。 

二 本法第三条で、取引デジタルプラットフォーム提供者が努力義務として講ずるべき

とされている措置等の実施状況について実態把握に努めるとともに、必要に応じ、消

費者の利益の保護の観点から、更なる実効性の確保について検討を行い、必要がある

と認めるときは、法改正を含め所要の措置を講ずること。 

三 本法第四条の取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請等の実施状

況について実態把握に努めるとともに、必要に応じ、消費者の利益の保護の観点から、



更なる実効性の確保について検討を行い、必要があると認めるときは、法改正を含め

所要の措置を講ずること。 

四 本法第四条第一項第一号の著しく事実に相違する表示等の解釈については、商品の

安全性の判断に資する事項等を表示しないことをもって消費者が誤認する場合を含む

ものであることを明らかにすること。 

五 本法第四条第一項第一号の「商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する

重要事項として内閣府令で定めるもの」については、取引デジタルプラットフォーム

における消費者被害の実態を踏まえたうえで定めること。また、消費者被害の実態や

情報通信技術の発展を踏まえて適宜検討を加え、必要に応じ機動的に内閣府令の改正

を行うこと。 

六 本法第五条第一項の「内閣府令で定める額」を定めるに当たっては、取引デジタル

プラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要

十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額とすること。 

七 デジタルプラットフォームに利用される情報通信技術は急速に進展し得るものであ

るため、本法第五条第一項の販売業者等情報を内閣府令において定めるに当たっては、

消費者が自己の債権を行使するために必要かつ十分な範囲の情報が開示請求の対象と

なるようにするとともに、必要に応じ機動的に内閣府令の改正を行うこと。 

八 いわゆる情報商材等を取扱う販売業者等が参加する取引デジタルプラットフォーム

や、ＳＮＳを利用して行われる取引における消費者被害の実態の把握を行い、必要が

あると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

九 デジタル広告、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリングに

基づく表示等の課題について、消費者の利益の保護の観点から検討を行い、必要があ

ると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

十 外国会社との消費者被害の解決を促進させるため、関係省庁が連携して会社法第九

百三十三条第一項第一号の定める外国会社登記における代表者登記義務を周知すると

ともにその履行を促すこと。また、関係省庁が連携して販売業者等又は取引デジタル

プラットフォーム提供者たる外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われた事案の

把握に努め、そのような事案を把握したときには、会社法第八百二十七条第一項の定

める取引継続禁止命令の申立てを検討すること。 

十一 ＣtoＣ取引を含めたデジタルプラットフォームにおける取引に関する紛争を効率

的・実効的に解決するためのオンラインによる手続が可能な裁判外紛争解決手続（Ｏ

ＤＲ）の提供について検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる

こと。 

十二 本法の制定趣旨や各条項の解釈等について、消費者、取引デジタルプラットフォ

ーム提供者、販売業者等、関係行政機関などに対して十分な周知徹底を図ること。 

十三 消費者が取引デジタルプラットフォームを適切に利用できるよう、デジタル社会



において身に付けるべき知識を習得するための消費者教育を充実すること。特に、令

和四年四月からの成年年齢の引下げの影響を受ける若年者や、「新しい生活様式」と

して利用が拡大している高齢者に対して積極的に取り組むこと。 

十四 デジタルプラットフォームに利用される情報通信技術の急速な進展に伴う消費者

被害の複雑化・多様化や、海外の行政機関との連携の必要性に鑑み、消費者庁その他

の関係省庁の予算、機構・定員を十分確保すること。 

三、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員長報告（令和三年四月二八日） 

○石井浩郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及び消費者問

題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資す

る自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停

止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協

議会の設置について定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、取引デジタルプラット

フォーム提供者が講ずるべき措置の内容、販売業者等情報の開示請求制度の運用、消費

者間の売買取引に係る規律の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議

録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月二三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 売主が消費者（非事業者である個人）であるＣtoＣ取引の「場」となるデジタルプ

ラットフォームの提供者の役割について検討を行い、消費者の利益の保護の観点から、

必要があると認めるときは、法改正を含め所要の措置を講ずること。 

二 売主が事業者であるかどうかを判断するための基準については、悪質な事業者によ

る潜脱に用いられないことにも留意しつつ、買主が予期せぬ不利益を被らないよう、

可能な限り明確化を図ること。またその際、本法を含む通信販売に係る規制の在り方

を十分に踏まえて検討すること。 

三 本法第三条で、取引デジタルプラットフォーム提供者が努力義務として講ずるべき

とされている措置等の実施状況について実態把握に努めるとともに、必要に応じ、消

費者の利益の保護の観点から、更なる実効性の確保について検討を行い、必要がある

と認めるときは、法改正を含め所要の措置を講ずること。 

四 本法第四条の取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請等に基づく

措置の実施状況について実態把握に努めること。また、消費者の利益の保護の観点か



ら、更なる実効性の確保について検討を行い、必要があると認めるときは、法改正を

含め所要の措置を講ずること。 

五 本法第四条第一項第一号の著しく事実に相違する表示等の解釈については、商品の

安全性の判断に資する事項等を表示しないことをもって消費者が誤認する場合を含む

ものであることを明らかにすること。 

六 本法第四条第一項第一号の「商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する

重要事項として内閣府令で定めるもの」については、取引デジタルプラットフォーム

における消費者被害の実態を踏まえたうえで定めること。また、消費者被害の実態や

情報通信技術の発展を踏まえて適宜検討を加え、必要に応じ機動的に内閣府令の改正

を行うこと。 

七 本法第五条第一項の「内閣府令で定める額」を定めるに当たっては、取引デジタル

プラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要

十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額とすること。 

八 デジタルプラットフォームに利用される情報通信技術は急速に進展し得るものであ

るため、本法第五条第一項の販売業者等情報を内閣府令において定めるに当たっては、

消費者が自己の債権を行使するために必要かつ十分な範囲の情報が開示請求の対象と

なるようにするとともに、必要に応じ機動的に内閣府令の改正を行うこと。 

九 本法第十条に基づく内閣総理大臣に対する申出制度については、消費者等から様々

な情報の提供を受けることにより法執行や注意喚起等に十分活用できるものでもある

ことから、広く周知徹底を図ること。 

十 いわゆる情報商材等を取扱う販売業者等が参加する取引デジタルプラットフォーム

や、ＳＮＳを利用して行われる取引における消費者被害の実態の把握を行い、必要が

あると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

十一 デジタル広告、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリング

に基づく表示等の課題について、消費者の利益の保護の観点から検討を行い、必要が

あると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

十二 外国会社との消費者被害の解決を促進させるため、関係省庁が連携して会社法第

九百三十三条第一項第一号の定める外国会社登記における代表者登記義務を周知する

とともにその履行を促すこと。また、関係省庁が連携して販売業者等又は取引デジタ

ルプラットフォーム提供者たる外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われた事案

の把握に努め、そのような事案を把握したときには、会社法第八百二十七条第一項の

定める取引継続禁止命令の申立てを検討すること。 

十三 ＣtoＣ取引を含めたデジタルプラットフォームにおける取引に関する紛争を効率

的・実効的に解決するためのオンラインによる手続が可能な裁判外紛争解決手続（Ｏ

ＤＲ）の提供について検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる

こと。 



十四 本法の制定趣旨や各条項の解釈等について、消費者、取引デジタルプラットフォ

ーム提供者、販売業者等、関係行政機関などに対して十分な周知徹底を図ること。 

十五 消費者が取引デジタルプラットフォームを適切に利用できるよう、デジタル社会

において身に付けるべき知識を習得するための消費者教育を充実すること。特に、令

和四年四月からの成年年齢の引下げの影響を受ける若年者や、「新しい生活様式」と

して利用が拡大している高齢者に対して積極的に取り組むこと。 

十六 デジタルプラットフォームに利用される情報通信技術の急速な進展に伴う消費者

被害の複雑化・多様化や、海外の行政機関との連携の必要性に鑑み、消費者庁その他

の関係省庁の予算、機構・定員を十分確保すること。 

  右決議する。 

 


